
令和４（２０２２）.1２.２０ 10小平市公式ライン
（＠kodairacity）

小平市公式ツイッター
（＠kodaira_tokyo）

申込み　１２月２２日（木）の午前１０時から、電話で問合せ先へ（先着順）
問合せ　子ども家庭支援センター☎０４２（３４８）２１００
※日曜・月曜日、祝日は休館日。

子ども家庭支援センター 1月のプログラム

日　程 対象・定員 内　容

０ 歳さん
集まれ

１ 月１７日（火）
午前１０時～１０時５０分、
午前１１時～１１時５０分
子ども家庭支援センタ
ー

０ 歳児と保護者
各回 ５ 組

０ 歳児ならではの手
遊びやわらべうたを
しながらのお母さん
同士の交流会

１ 、 ２ 歳さん
親子の時間

１ 月１９日（木）
午前１０時３０分～正午
子ども家庭支援センタ
ー

１ 、 ２ 歳児と保護者
４ 組

お子さんと保護者の
交流会

東部出張広場
わらべうたと
わいわい
トーク

１ 月１０日（火）
午前１０時～１０時４０分、
午前１１時～１１時４０分
東部市民センター和室

乳幼児と保護者
各回 ４ 組

手遊びやわらべうた
をしながら、お母さ
ん同士の交流会

東部出張広場
助産師さんと
一緒にわいわ
いトーク

１ 月２６日（木）
午前１０時～１０時４０分、
午前１１時～１１時４０分
東部市民センター和室

１ 歳 ３ か月くらいま
でのお子さんと保護
者
各回 ４ 組

助産師さんと一緒に
手遊びやわらべうた
をしながらのお母さ
ん同士の交流会

d…日時　s …費用　t…対象　n…内容　k…講師　o…出演
m…申込期限と実施場所
A…電子メールでの申込み可（Akominkan-koza@city.kodaira.lg.jp）
※保育は３人以上（市内在住の満６か月から就学前まで）で開設。

公民館の講座・イベント

  ※電子メールで申し込む場合には住所・氏名（ふりがな）・年齢・電話番号、件名
に講座名を入力のうえ送信。申込み期限の翌日までに確認メールが届かない場合
は、お問い合わせください。
  ※詳しくは、公民館のチラシや小平市ホームページをご覧ください。

文化・教養講座　国際理解講座　いろいろなお茶でステキなおうち時間を　（全
８ 回）　抽選・A
d ２ 月 １ 日～ ３ 月 ８ 日の水曜日（ ２ 月１５日を除く）、 ２ 月１６日（木）　午前１０時～正
午、 ３ 月１６日（木）・２２日（水）　午後 ２ 時～ ４ 時
s ２,０００円
t 市内在住・在勤・在学の方
n 日本茶、紅茶、中国茶の飲み方や各国のお茶の歴史、習慣などを学ぶ
k 鈴木庸夫さん（日本茶インストラクター）ほか
m １ 月１８日（水）まで（月曜日を除く）に、中央公民館へ☎０４２（３４１）０８６１

地域支援講座　季節の味覚を愉しもう　小平のフルーツでバレンタインズコット
づくり　（全 ３ 回）　抽選
d １ 月２０日～ ２ 月 ３ 日の金曜日　午前１０時～正午
s １,５００円
t 市内在住・在勤・在学の方
n 小平産の新鮮な農産物を使用し、家庭で実践できる調理の基礎・基本について
学ぶ
k こいけけいこさん（栄養士・料理家）
m １ 月 ６ 日（金）までに、仲町公民館へ☎０４２（３４１）０８６２

なかまちテラスＬｉＮＫＳ講座　珈琲、紅茶でリフレッシュ　（全 ４ 回）　抽選
d １ 月２１日～ ２ 月１８日の土曜日（ ２ 月１１日を除く）　午後 ２ 時～ ４ 時
s １,０００円
t 市内在住・在勤・在学の方
n 珈琲、紅茶のおいしい淹れ方やそれぞれがもたらす効果などを学ぶ
k 永田政弘さん（珈琲店店主）ほか
m １ 月 ６ 日（金）までに、仲町公民館へ☎０４２（３４１）０８６２

ミニコンサート　新春の調べ　祝いの音　先着順
d １ 月 ７ 日（土）　午前１１時～正午
t 市内在住・在勤・在学の方
n 龍笛と琵琶の掛け合い、時を超えるみやびな世界を感じるコンサート
o 長沢徳之さん（雅楽龍笛・楽琵琶奏者）、千田月さん（雅楽龍笛奏者）
m １２月２１日（水）から（日曜・月曜日、休業日を除く、午前 ９ 時～午後 ５ 時）、電話
で鈴木公民館へ☎０４２（３８８）００５０

子

育

て

講

座

子
ど
も
家
庭
支
援
セ
ン
タ
ー

▪
ふ
た
ご
ち
ゃ
ん
、
み
つ
ご
ち
ゃ
ん
の
マ

マ
パ
パ
集
ま
れ　
双
子
は
何
を
思
っ
て
大

き
く
な
っ
た

　
大
学
生
に
な
っ
た
男
女
の
双
子
を
ゲ
ス

ト
に
迎
え
て
、
子
ど
も
時
代
に
双
子
で
あ

る
こ
と
を
ど
う
感
じ
な
が
ら
育
っ
た
の
か

な
ど
、
参
加
者
か
ら
の
質
問
も
交
え
な
が

ら
子
ど
も
目
線
で
話
を
し
ま
す
。

と　
き　
１
月
２０
日
（
金
）　
午
前
１０
時

３０
分
〜
１１
時
３０
分　
１０
時
１５
分
受
付

対　
象　
多
胎
児
を
育
児
中
の
方
、
多
胎

児
を
妊
娠
中
の
保
護
者
と
そ
の
祖
父
母

定　
員　
１０
組　

※
保
育
あ
り
ま
す
。

持
ち
物　
バ
ス
タ
オ
ル

申
込
み　
１２
月
２２
日
（
木
）
の
午
前
１０
時

か
ら
、
問
合
せ
先
へ
（
先
着
順
）

▪
第
１
子
の
赤
ち
ゃ
ん
と
お
母
さ
ん
へ

▽
は
じ
め
の
一
歩

　
初
め
て
の
赤
ち
ゃ
ん
の
子
育
て
で
、
嬉

し
い
こ
と
や
不
安
に
思
っ
て
い
る
こ
と
な

ど
を
み
ん
な
で
共
有
し
、
子
育
て
に
つ
い

て
話
し
合
い
ま
し
ょ
う
。

と　
き　
２
月
２
日
〜
３
月
２
日
の
木
曜

日
（
２
月
２３
日
は
除
く
）　
午
前
１０
時
３０

分
〜
正
午　
全
４
回

対　
象　
２
月
２
日
時
点
で
生
後
５
か
月

ま
で
の
お
子
さ
ん
（
第
一
子
）
と
保
護
者

定　
員　
５
組

持
ち
物　
お
子
さ
ん
用
の
バ
ス
タ
オ
ル

申
込
み　
１２
月
２２
日
（
木
）
の
午
前
１０
時

か
ら
、問
合
せ
先
へ
（
電
話
可
、先
着
順
）

︱
︱
共　
通
︱
︱

と
こ
ろ　
小
平
元
気
村
お
が
わ
東
２
階

問
合
せ　
子
ど
も
家
庭
支
援
セ
ン
タ
ー
☎

０４２
（
３
４
８
）
２
１
０
０

資
格
を
取
得
し
て

安
定
収
入
を
目
指
す

ひ
と
り
親
家
庭
を
支
援

　
ひ
と
り
親
家
庭
の
自
立
を
促
進
す
る
た

め
、
次
の
支
援
を
し
て
い
ま
す
。
い
ず
れ

も
事
前
相
談
が
必
要
で
す
。

▪
高
等
職
業
訓
練
促
進
給
付
金
（
生
活
費

を
支
給
）

　
看
護
師
、
保
育
士
、
美
容
師
な
ど
の
国

家
資
格
や
シ
ス
コ
シ
ス
テ
ム
ズ
認
定
資

格
、
Ｌ
Ｐ
Ｉ
認
定
資
格
な
ど
の
民
間
資
格

の
取
得
を
目
指
し
、
養
成
機
関
で
修
業
す

る
期
間
（
通
常
１
年
以
上
の
と
こ
ろ
、
令

和
４
年
度
中
に
限
り
６
か
月
以
上
）
の
生

活
費
を
支
給
し
ま
す
（
住
民
税
非
課
税
世

帯
の
方
は
月
１０
万
円
、
課
税
世
帯
の
方
は

月
７
万
５
百
円
。
修
業
期
間
の
最
後
の
１

年
間
は
月
４
万
円
を
増
額
）。

▪
自
立
支
援
教
育
訓
練
給
付
金
（
キ
ャ
リ

ア
ア
ッ
プ
講
座
受
講
費
用
の
支
給
）

　
介
護
職
員
初
任
者
研
修
、
医
療
事
務
な

ど
、
厚
生
労
働
省
指
定
講
座
の
受
講
費
用

の
６
割（
限
度
額
あ
り
）を
支
給
し
ま
す
。

▪
高
卒
認
定
試
験
合
格
支
援
給
付
金
（
対

策
講
座
の
受
講
費
用
を
支
給
）

　
高
校
を
卒
業
し
て
い
な
い
方
が
こ
の
試

験
に
合
格
す
る
こ
と
で
、
専
門
学
校
な
ど

へ
の
進
学
や
、
就
職
・
転
職
の
可
能
性
が

広
が
り
ま
す
。
ひ
と
り
親
の
方
と
そ
の
お

子
さ
ん
（
２０
歳
未
満
）
を
対
象
に
、
受
講

費
用
の
最
大
６
割
（
限
度
額
あ
り
）
を
支

給
し
ま
す
。　︱

︱
共　
通
︱
︱

対　
象　
次
の
す
べ
て
に
該
当
す
る
方

▽
市
内
在
住
で
、
児
童
扶
養
手
当
を
受
給

し
て
い
る
、
ま
た
は
同
等
の
所
得
水
準
で

あ
る

▽
過
去
に
給
付
を
受
け
て
い
な
い

※
そ
の
ほ
か
、
支
援
ご
と
に
要
件
が
あ
り

ま
す
。

※
こ
れ
か
ら
ひ
と
り
親
に
な
る
方
も
相
談

で
き
ま
す
。

※
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
と
連
携
し
て
求
職
、
転

職
な
ど
の
支
援
も
し
て
い
ま
す
。
詳
し
く

は
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

マ
ル
子
医
療
証

所
得
制
限
を
撤
廃

小
学
１
年
〜
３
年
生

　
令
和
５
年
４
月
か
ら
、
義
務
教
育
就
学

児
医
療
費
助
成
制
度
（
マ
ル
子
医
療
証
）

の
交
付
に
お
け
る
、
小
学
１
年
か
ら
３
年

生
ま
で
の
所
得
制
限
を
撤
廃
し
ま
す
。

▪
マ
ル
子
医
療
証
の
発
行
に
申
請
が
必
要

な
方

　
マ
ル
子
医
療
証
を
お
持
ち
で
な
い
新
小

学
２
年
か
ら
３
年
生
の
保
護
者
は
申
請
が

必
要
で
す
。
対
象
者
に
は
、
１
月
に
お
知

ら
せ
と
申
請
書
を
送
付
予
定
で
す
。

▪
マ
ル
子
医
療
証
の
発
行
に
申
請
が
不
要

な
方

　
乳
幼
児
医
療
費
助
成
の
医
療
証
（
マ
ル

乳
医
療
証
）
を
お
持
ち
の
新
小
学
１
年
生

の
保
護
者
は
申
請
不
要
で
す
。
対
象
者
に

は
、
３
月
下
旬
に
医
療
証
を
送
付
予
定
で

す
。

問
合
せ　
子
育
て
支
援
課
☎
０４２
（
３
４

６
）
９
５
４
４

就

学

援

助

を 
入
学
前
に
支
給

令
和
５
年
度
４
月
入
学

　
経
済
的
な
理
由
で
お
子
様
の
小
・
中
学

校
入
学
に
必
要
な
費
用
の
支
払
い
に
お
困

り
の
方
を
対
象
に
、新
入
学
学
用
品
費（
定

額
）
を
入
学
前
に
支
給
し
ま
す
。

対　
象　
次
の
す
べ
て
に
該
当
す
る
方

▽
令
和
５
年
度
に
国
公
立
小
学
校
に
入
学

予
定
の
幼
児
、
ま
た
は
国
公
立
中
学
校
に

入
学
予
定
で
国
公
立
小
学
校
に
在
学
す
る

児
童
の
保
護
者

▽
令
和
５
年
２
月
１
日
時
点
で
、
市
内
に

在
住
し
て
い
る

▽
令
和
４
年
度
就
学
援
助
制
度
の
認
定
基

準
に
該
当
す
る

※
認
定
基
準
は
、
世
帯
の
所
得
が
基
準
額

以
下
、
児
童
扶
養
手
当
の
支
給
を
受
け
て

い
る
、
失
業
に
よ
り
教
育
費
で
困
っ
て
い

る
な
ど
で
す
。

▽
生
活
保
護
を
受
給
し
て
い
な
い
方

申
込
み　
１
月
２５
日
（
水
）
ま
で
に
、
申

請
書
な
ど
を
提
出

▽
小
学
校
新
１
年
生
…
問
合
せ
先
へ
持
参

ま
た
は
郵
送
に
て
提
出

▽
中
学
校
新
１
年
生
…
在
学
す
る
小
学
校

へ
提
出
（
送
付
不
可
）

※
す
で
に
令
和
４
年
度
就
学
援
助
の
認
定

を
受
け
て
い
る
方
は
、申
込
み
不
要
で
す
。

※
申
請
書
は
、
市
立
小
学
校
ま
た
は
問
合

せ
先
で
配
布
し
て
い
る
ほ
か
、
小
平
市
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
も
で
き

ま
す
。

問
合
せ　
学
務
課
（
〒
１８７
︱
８
７
０
１　

小
平
市
役
所
）
☎
０４２
（
３
４
６
）
９
５
７

０

問
合
せ　
子
育
て
支
援
課
☎
０４２
（
３
４

６
）
９
６
２
８

母
子
・
父
子
福
祉
資
金

貸

付

制

度

子
の
高
校
や

大
学
の
学
費
な
ど

　
ひ
と
り
親
家
庭
の
方
が
経
済
的
に
自
立

し
、
安
定
し
た
生
活
を
送
る
た
め
、
修
学

資
金
や
転
宅
費
用
な
ど
を
お
貸
し
し
ま

す
。

対　
象　
２０
歳
未
満
の
子
な
ど
を
扶
養
し

て
い
る
ひ
と
り
親
の
方

※
貸
付
金
に
は
限
度
額
が
あ
り
ま
す
。
貸

付
が
自
立
に
つ
な
が
る
と
判
断
さ
れ
、
返

済
計
画
を
立
て
ら
れ
る
方
が
対
象
で
す
。

詳
し
く
は
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　
子
育
て
支
援
課
☎
０４２
（
３
４

６
）
９
６
２
８

ひ
と
り
親
家
庭

ホ
ー
ム
ヘ
ル
プ
サ
ー
ビ
ス

一
時
的
に
お
子
さ
ん
の

見
守
り
が
必
要
な
と
き
に

　
残
業
や
就
職
活
動
、
冠
婚
葬
祭
な
ど

で
、
お
子
さ
ん
の
世
話
や
家
事
を
す
る
人

が
い
な
い
と
き
に
、
ホ
ー
ム
ヘ
ル
パ
ー
を

自
宅
に
派
遣
し
ま
す
。

対　
象　
中
学
校
３
年
生
以
下
（
残
業
時

は
小
学
校
６
年
生
以
下
）
の
見
守
り
が
必

要
な
お
子
さ
ん
の
い
る
ひ
と
り
親
家
庭

※
所
得
に
よ
り
自
己
負
担
が
あ
り
ま
す
。

※
事
前
登
録
が
必
要
で
す
。
要
件
な
ど
、

詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　
子
育
て
支
援
課
☎
０４２
（
３
４

６
）
９
６
２
８

ひ
と
り
親
家
庭

応
援
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク

　
ひ
と
り
親
家
庭
応
援
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
に

は
、
ひ
と
り
親
家
庭
の
た
め
の
各
種
制
度

や
相
談
窓
口
、
役
立
つ
情
報
を
掲
載
し
て

い
ま
す
。
問
合
せ
先
（
市
役
所
２
階
）、

東
部
・
西
部
出
張
所
、
児
童
館
、
子
ど
も

家
庭
支
援
セ
ン
タ
ー
に
あ
る
ほ
か
、
小
平

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
も

で
き
ま
す
。

問
合
せ　
子
育
て
支
援
課
☎
０４２
（
３
４

６
）
９
６
２
８


